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長期履修制度は職業を有している等の事情により、それぞれの課程の標準修業年限を超え

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することができる制度です。本制度により、

通常よりも長期的に授業を履修することができますが、下記に示すように留意点も多数あ

ります。本制度が適用されると学位取得の時期や授業料納付額などにも関わってきますの

で、申請するにあたっては配付資料をよく読み、申請の必要性について検討したうえで修了

までの綿密な計画を立てて手続きを行ってください。 

 

1.【申請できる対象者の条件に注意（特に“就労”を理由とする場合）】 

長期履修の申請には対象者の条件に当てはまっている必要がありますので必ず別途資料な

どで確認してください。そのうち、いわゆる就労を理由として申請する場合には入学（進学

を含む）の時点において該当していないことも条件になっています。つまり、入学時点で就

労していた方は入学時には長期履修を申請できますが、在学途中からは申請することはで

きないので注意してください。 

 

2.【履修期間の考え方や修了・満期退学との関係】 

長期履修を申請し承認されると、通常の標準修業年限を超えて在学し履修することができ

ますが、同時にその期間は在学しなくてはなりません。たとえば、修士で最大の 4 年間・博

士で最大の 6 年間で長期履修が認められた場合、4（6）年間在学できると同時に 4（6）年

間在学しないと修了（博士なら満期退学も）できないことになります。4（6）年間のうちの

自由なタイミングで修了（満期退学）ができるわけではありません。また、在学年限（在学 

可能期間）が 4（6）年間となっているため、長期履修が承認されると、修士論文や博士論

文の提出、または博士課程で満期退学をするタイミングに大きく影響しますので、この点を

よく考える必要があります。 

また、事後に生じた理由により長期履修者も通常と同様に休学することもできますが、休学

期間は在学期間には含まれません。当研究科の定期修了は３月のみですので、休学すること

で年度途中に在学年限を迎えると修了できず中途退学となる可能性もあるため、指導教員

とよく相談し計画したうえで申請するようにしてください。 

 

3.【期間を変更するなら手続きが必要】 

長期履修を承認された後に期間の変更が必要になった場合には、期日までに別途期間変更



手続きを行う必要があります。特に論文提出や満期退学を検討する場合は事前に期間変更

が必要になることがあるため、毎年度周知される期間変更時の手続き（概ね 6 か月前が提

出期限）についての案内をよく確認するようにしてください。 

 

4.【授業料に注意】 

授業料の金額や納付期間も通常の履修者と異なります。特に長期履修期間を変更する場合

は、精算のために１回あたりの納付額が高額になることや、あるいは総額で見れば通常履修

よりも多くかかることもあります。「長期履修学生制度における授業料徴収パターン」とし

て掲出もしていますので申請にあたってはこの点もよく確認してください。 

 

5. 【その他】 

ここまでに記載した以外にも案件により本制度の適用有無が影響することがあり、個別の

案件に応じて確認しなくてはなりませんので留意してください。 


